
【平成２９年度】　南国市中山間地域等直接支払制度実施状況

２　地域の実情に即した農業生産活動等の継続に向けた活動

②農道 （３）C要件

交付金額 農業者

（円） （人）

（㎡）

1 成合 8割 46,978 606,256 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 才谷 10割 48,200 843,207 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 土居・宍崎 8割 45,385 629,789 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　
4 亀岩２ 8割 17,330 223,510 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 上倉 8割 35,676 475,526 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 中谷 10割 123,229 1,858,348 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 白木谷１ 10割 163,135 781,318 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 白木谷２ 8割 15,447 233,973 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 白木谷３ 10割 30,364 413,982 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 白木谷４ 10割 53,244 741,515 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 下八京 8割 28,768 339,000 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 奈路 10割 107,984 1,797,030 18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 遠郷 8割 19,146 221,098 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 桑ノ川 8割 26,497 436,332 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 亀岩１ 8割 29,086 473,784 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

790,469 10,074,668 138 10 5 6 9 2 13 15 15 15 15 15 15 13 2 5 1 6合計
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協定農用地面積 交付金額 協定参加者

協定の概要 農用地の管理方法
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２　将来像を実現するための目標と活動計画
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１　農用地に関する事項１　集落における将来像
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３　多面的機能を増進する活動
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２　水路・農道等の管理方法
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